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○議長（北﨑安行君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

○議長（北﨑安行君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 一般質問通告表の順序により、11番、河野徳久君

の発言を許します。 

11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  皆さん、おはようございま

す。11番、新政会の河野徳久です。 

まずは、佐々木市長、このたびは再選、誠におめ

でとうございます。心よりお祝いを申し上げます。

今後、ますますのご活躍を期待するとともに、くれ

ぐれもご自愛の上、ご検討されることをお祈り申し
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上げます。 

 それでは、通告に基づき一般質問を行います。 

 １番目に、夷地区の活性化についてお聞きします。

15日の市長提案理由説明の中で２期目の所信を述べ

られました。そのうち、人口増施策について一部を

読み上げさせていただきます。 

 全国的に進行する少子高齢化・人口減少は、大

きな課題でございます。特に人口増対策が最重要

課題と考えており、全国トップクラスの子育て支

援に継続して取り組んでまいります。 

また、全国的に評価をいただいております、教

育のまち、移住・定住対策を強化・躍進させ、現

状の一歩先へ、社会増が人口増へとつながる施策

に取り組んでまいります。 

市政１期目を振り返りますと、他市にない思い

切った人口増施策に率先して取り組んでまいりま

した。 

何も手を打たなければ自治体の消滅にもつなが

りかねないという強い危機感の下、高校生までの

医療費無料化や市内の保育園の保育料・幼稚園授

業料の無料化、保育園、幼稚園、小学校、中学校

の給食費無料化、子育て誕生祝い金の拡充など、

子育て支援や移住・定住対策に力を傾注してまい

りました。 

令和２年度の移住者は、過去最高の141世帯、3

25名でございました。人口増対策として整備した

移住者向け無料の分譲団地、真玉・都甲住宅団地

では、21世帯66人の方が居住される予定となって

おります。現在のところ、13棟の住宅建築がなさ

れているところでございます。今後も移住者の定

住に向け完売を目指して取り組んでまいります。 

と、市長はこのように述べられました。 

 それを聞いておりまして、私は佐々木市政の１年

目の６月議会、高校生までの医療費無料化や市内保

育園の保育料、幼稚園授業料の無料化、保育園・幼

稚園・小学校・中学校の給食費無料化、移住者向け

無料の分譲団地などについて激論を交わしたことを

思い起こしました。 

医療費の無料化は、宇佐市、中津市との調整がつ

いてからのほうがいいのではないか、財源の確保は

できるのか、移住者向けの分譲団地は対象を移住者

に限定して本当に来る人はいるのだろうか、豊後高

田市民にも対象を広げるべきではないかなど心配は

尽きませんでした。 

 しかし、財源の確保においても、佐々木市政の子

育て支援の取組に賛同した方からの、ふるさと納税

の令和２年度の寄附額は４億7,703万7,000円と過去

最高となりました。移住者向けの分譲団地も住宅建

築が進んでいます。このように佐々木市政は公約の

ほとんどを成し遂げ、しかも、すばらしい成果を挙

げてきたように思います。まさしく有言実行であり、

１期目のその点について評価をさせていただきます。 

 ただ１点、１期目の公約であったはずの夷地区の

磨崖仏構想、ロープウェイ構想については、これま

で市長の口からはっきりと構想の行方を聞いたこと

がありません。これも重要な公約の１つである上、

今までに少なからず予算を投入しており、市民の関

心も非常に高いと考えております。やめるならやめ

る、造るなら造ると市長の決断とその理由も一緒に

お考えをお聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  夷地区の活性化について

お答えいたします。 

 国の名勝にも指定されている夷谷は、悠久の歳月

と自然がつくり出した奇岩が連なる絶景のスポット

であります。私は、本市にしかないこの絶景を誰も

が気軽に楽しめ、観光誘客を図るため、令和元年度

は夷谷でのロープウェイ等の整備について基本調査

を実施したところでございます。 

 その結果、大勢の観光客に対応したロープウェイ

を整備した場合、報告書では概算事業費で建設費が

約25億円、年間の運営経費が約１億円などかかると

の報告をいただきました。 

 また、国立公園やロープウェイは鉄道事業法など

の手続に数年がかかるということが判明いたしまし

た。そういう意味で今回は事業化を断念することと

させていただきます。 

 しかしながら、夷谷への誘客対策は、私が掲げる

市内に点在する観光資源を磨き上げ、それらをつな

ぐことで相乗効果を発揮させる新たな観光振興に必

要不可欠であることから、夷谷の絶景を生かした観

光誘客を進めるため、一昨年から県の事業を活用し、

道路沿いの景観支障木の伐採を進めてきました。 

 また、誰もが気軽に絶景を楽しめるように展望施

設を核とした新たな観光拠点の整備についても検討

を進めてまいりたいと考えております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（北﨑安行君）  11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  今、答弁をいただきました

が、市長の答弁に２点お尋ねをいたします。 
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 １点目は、市長の答弁で、今、ロープウェイ構想

については事業化を断念することをお聞きしました

が、その前の公約でありました磨崖仏構想について

はお答えがありませんでした。この磨崖仏構想につ

いても事業を断念したということですか、お聞きし

ます。 

 ２点目は、夷地区の誘客対策として誰もが気軽に

絶景を楽しめるように展望施設を造るような、今、

答弁をいただきましたが、その新たな観光拠点とい

うのはどのようなものであるか、今ある展望台とは

別のものを考えているのかをお聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  再質問にお答えいたしま

す。 

 夷地区の活性化に係る磨崖仏構想についてお答え

いたします。 

 私は、国の名勝にも指定された夷谷の魅力向上対

策の一つとして、当初は国東半島にふさわしい仏教

伝来をテーマにした世界の磨崖仏等を整備し、この

国東半島に仏教文化のルーツを多くの皆さんに探索

をしていただき、その中で国東半島のよさを伝えて

いきたいと、また、教育の場にもしたいと、こうい

う思いでありました。そういう中にあって、景観の

阻害になるとの一部の方の意見にも配慮し、平成30

年度の９月議会で関連予算を取り下げさせていただ

きました。 

 その後、夷谷の自然景観を生かした観光振興策に

ついて、いろいろな観点から検討を重ね、現在の一

路一景より山奥の高台に位置した国立公園等に指定

されていない岩山に、夷谷の絶景が一望できる国見

の五辻不動のような展望台を整備することや、夷谷

温泉の周辺にコロナ禍で人気が高まっているオート

キャンプ場などを整備してはどうかと思うようにな

りました。 

 磨崖仏については、当初のような大規模のものを

整備して、国東半島六郷満山、仏の里ありという思

いがあります。景観や文化的な環境に展望台整備と

併せ検討する余地があるのではないかと考えており

ます。 

○議長（北﨑安行君）  11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  市長の再質問のお答えをお

聞きし、磨崖仏を撤退したんじゃないということを

残したいから最初の質問でお答えがなかったと理解

をいたしました。 

 すいません、再々質問ですが、３月の18日の新聞、

大分合同ですけど、消えた磨崖仏構想といって記事

が載っておりました。夷地区に住んでいる方の声を

私なりに察してみますと、磨崖仏を断念したことに

大変がっかりしておられる、夷地区が取り残された

と感じている方がいるように思われます。自然景観

を生かして整備を望んでおられる方もいらっしゃる

ようです。 

 再質問にお答えのありました夷地区を開発すると

いう市長の信念に、私は反対はいたしません。しか

し、夷地区だけに関わるのではなく、観光拠点とい

うのは豊後高田市全体の利益になる施設であります。

しかし、そこに住んでいる人々の心なくして観光拠

点を磨き上げてもどうかと私は思うんです。どうか

と思うというのは、やはりそこの地区を生かしてほ

しい、その信念があります。 

 要するに、地区住民を取り入れた磨き上げ方がで

きるのか、佐々木市長にもう一度お伺いをいたしま

す。 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  再々質問についてお答え

します。 

 私は、昭和の町は、従来の六郷満山文化、そうい

うことで高田地域全体の観光振興がなされておると

認識をいたしております。そういう中にあって、恋

叶ロード、そして沿線の整備はもとより長崎鼻の、

このコロナ禍にありながら観光動態では128％近くの

観光客が増えてきております。 

 しかしながら、この施設は夏型であります。１年

を通した観光施設には、まだ道半ばと思っておりま

す。そういう中で、新しい事業が民間で取り入れら

れるかということについては厳しい状況下にあると

認識いたしております。そういう意味で夷谷の景観

を生かす、それもお客さんが来てよかったと思える

ような、そういう施設にしないとお客さんのリピー

ターも発生しません。そういう意味で人の交流、そ

して長崎鼻周辺部の連携、それがひいては昭和の町

や六郷満山文化やそれぞれの観光拠点にお客が循環、

また面として流れていただけるものと、こういう思

いでしっかりと取り組んでいかなければという思い

があります。 

 そういう意味で私の２期目に与えられた使命とい

たしまして、豊後高田市の消滅をさせない、さらな

る市町村合併で高田を守り抜く、そのためには人口

は増に向けて取り組まなければいけない、こう決意

を新たにしておるところでもあります。 
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人口増対策、そして国もインバウンドを含めて観

光振興で、人の交流で経済を支えていくという、そ

ういう意味では小さな豊後高田市でも、その方向で

しっかりと取り組んでいく、そういう意味で全高田

地域で交流人口が増えることでまた新しい事業が起

こってくると期待をいたしております。 

 皆さん方の力をいただきまして、長崎鼻から高島

への道路建設事業が進んでおります。馬ノ瀬のトン

ボロ現象、そういう恵まれた、位置としては国東に

なりますが、お客さんには行政区の境はありません。

そういう意味で長崎鼻、高島、夷、またそれが伊見

の千燈寺、文殊仙寺、広くその地域全体に広がって

いくものと期待をいたしております。 

 そういう意味で、この夷の開発は周辺部に与える

影響が大変大きいものがありますので、皆さん方の

お力をいただき、しっかり議論の中ですばらしいも

のに仕上げていきたいという思いでありますし、お

力添えをいただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

○議長（北﨑安行君）  11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  ご答弁ありがとうございま

した。 

２番目は、新型コロナウイルスワクチン接種につ

いてです。 

 豊後高田市でも65歳から69歳の方のワクチン接種

が始まりました。また、60歳から64歳の方に最短で

今月下旬から順次、60歳未満の方は７月以降に順次

接種券が配られる予定となっています。豊後高田市

においても、国の方針である７月末までに、希望す

る65歳以上の高齢者の接種は完了する予定のようで

すが、豊後高田市の接種の進捗状況を具体的に教え

てください。 

 また、国は11月までに希望する全国民への接種を

完了すると表明していますが、豊後高田市は接種を

希望する65歳未満の方々への接種はいつ完了すると

お考えですか、お伺いをいたします。 

○議長（北﨑安行君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  新型コロナウイル

スワクチン接種についてお答えいたします。 

 本市では高齢者の優先接種として、４月19日から

高齢者施設入所者と施設従事者の一部について接種

をスタートし、５月10日からは医療機関で高齢者の

方へ個別接種を開始いたしました。接種券は年齢の

高い方から５歳ごとに順番に送ることを基本として

進めてきたところです。現在、全ての高齢者の方へ

接種券の送付を終えております。 

 ご質問の65歳以上の高齢者の接種対象者数ですが、

8,757人であります。そのうち６月21日現在、5,655

人、64.6％の方が１回目の接種を終えており、うち2,

218人、25.3％の方が２回目の接種を完了しておりま

す。 

 なお、７月10日までに高齢者全体の約８割の方が

１回目の接種のご予約をいただいている状況であり

まして、国の方針である７月末までに接種を希望す

る高齢者の２回目の接種が完了する見込みでござい

ます。 

 次に、12歳以上65歳未満の接種対象者数につきま

しては１万1,759人となっております。まず、基礎疾

患を有する方、介護サービス事業者や障がい者施設

などに従事する方、60歳から64歳の方に最短で６月2

8日から順次接種券を送付できるように準備を進めて

おります。基礎疾患を有する方につきましては、事

前申請受付サイトを６月15日に開設し、対象者を把

握しているところです。 

 さらに、大分県の独自方針に従い、小中学校の教

職員や幼稚園教諭、保育士、放課後児童クラブの支

援員、高校３年生、また、本市ではアンジュ・ママ

ンのスタッフを加え、子育て支援に関わる方に対し、

夏休み中の完了を目指して準備を進めてまいります。 

 次に、60歳未満の方につきましては、予約の進捗

状況とワクチンの供給状況を見ながら７月上旬以降、

今のところ年齢ごとに順次接種券を送付し、引き続

き円滑な接種が行われるよう進める予定としており

ます。 

 接種完了の時期につきましては、国からのワクチ

ンの供給量は７月供給分から減少すると示されてお

り心配な面もありますが、ワクチンが充分に供給さ

れると仮定し、現在の接種体制で進捗すると10月中

の接種完了を見込んでおるところであります。 

 今後も医療従事者の皆さんのご協力をいただきな

がら、希望する全ての方に一日でも早く接種ができ

るように全力を挙げて進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上であります。 

○議長（北﨑安行君）  11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  再質問をします。 

 課長の答弁をお聞きしますと、ワクチンの供給量

は７月分から減少するという心配があるとのことで

すが、最初は接種を希望しなかった方が、やはり接

種をしようかと考えた場合、希望どおり接種をでき
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るようになりますか、これが１点の質問です。国か

らのワクチンの供給が確実にあるという確信がある

かないかということも併せて聞きます。 

 もう１点は、接種対象者の接種完了が近づく時期

ですが、11月ぐらいに終わる予定というんですから。

その時期になると、やはり漏れて、接種をやめよう

かと思っている人も、やはりこれはみんなが接種を

して状態がいいようだから打ちたいという人が、あ

る程度20％の中の人から現れると私は思うんですが、

その人たちに接種を完了するという方法、お知らせ

はどのようなふうに考えておられますか。その点を

お尋ねいたします。 

○議長（北﨑安行君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  それでは、再質問

にお答えいたします。 

 まず１点目でありますけども、高齢者等の優先接

種が終わった後でも受けられるかというご質問だと

思うんですけども、それにつきましては、今回のワ

クチン接種につきましては国から示されております

接種期間でいいますと、来年、令和４年の２月28日

までが接種対象期間となっておりますので、それま

での期間であれば接種することは可能だと考えてお

ります。 

 それから、ワクチンの供給量についてであります

けども、現在、国から示されておりますワクチンの

供給量につきましては、７月中の供給量が示されて

おるところでありまして、その後の供給状況につき

ましては、まだ未定となっておるところであります

けども、少なくなるということは言われております

けども、その後の状況について、ちょっとまだはっ

きりとは分からない状況であります。 

 それとあと、接種の終了間近になる市民への広報

につきましては、この接種自体が、先ほども言いま

したように来年の２月28日まで接種することが可能

でありますけども、ある程度、本市での接種のめど

が立った時点において、市民の方へ接種忘れ等がな

いよう、広報については、市報やケーブルテレビ等

で周知をしてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（北﨑安行君）  11番、河野徳久君。 

○11番（河野徳久君）  これで質問を終わります。

すみません。 

○議長（北﨑安行君）  一般質問を続けます。 

 １番、於久弘治君の発言を許します。 

１番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  議席番号１番、於久弘治で

ございます。 

 世界中で蔓延し、日本国内でも第４波の影響も出

ていますコロナウイルスは、非常事態宣言、蔓延防

止措置並びにワクチン接種が徐々にではありますが

効果が現れてきているように思え、終息までにはま

だまだ時間がかかるようではありますが、感染者数

が減少傾向に向かっているようにも感じられます。

ただし、国内でも様々な変異種が確認されているこ

とから、市民の方々におかれましても気を緩めるこ

となく、コロナ対策を引き続きしっかりと行ってい

ただきたいと思います。 

 また、コロナ禍の影響により、経済的打撃を強い

られている市内事業者の方々に対しましては、国・

県並びに本市の様々な助成事業や支援・援助事業を

活用し、大変だとは思いますがワクチン接種が全体

的に進むまで、あと少しの辛抱をどうか乗り切って

いただきたいと思います。 

 それでは、１つ目の質問です。先月より市民一人

一人に配付されました地域振興券についてですが、

県内初の取組ということもあり、私自身もとても関

心があったので、本庁のコスモスホールでの２日目

の配付状況を拝見させていただきました。ソーシャ

ルディスタンスがきちんと守られている中、市民の

方々もたくさん見えられている状況をお見受けいた

しました。 

 また、地域振興券と同時にプレミアム商品券も、

第１弾、第２弾に引き続き、第３弾を打ち出してい

ただくことができました。こういった取組は、本市

の経済活動を支援していこうとする市政の強い意思

を感じることができ、市長をはじめ関係する執行部

の方々には厚く感謝申し上げます。 

 また、今後の地域経済の活性化を進めるに当たり、

必ず到来するであろうデジタル地域通貨について、

本市も少しずつではありますが導入を検討していく

必要があるのではないかと感じています。市民の方

の多くは、あまりなじみのない言葉だと思いますが、

分かりやすく言い換えますと、本市独自の通貨をつ

くり、それを使って、スマートフォン・携帯で現金

を使わずにお買物をするサービスと理解していただ

きたいと思います。 

 国の動きについても、新たにデジタル庁を創設す

るなど、デジタル化へ国を挙げてかじを取っていこ

うとしていることは、皆さんご存じの方も多いかと

思われます。しかしながら、本市におきましては高
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齢化率も約40％と高いことから、紙ベースのアナロ

グ的な形式をしっかりと残しつつ進めていくことが

重要なポイントであることも私自身も認識しており

ます。 

 それでは、本市の地域経済支援対策として、２点

質問をいたします。 

 １点目は、地域振興券並びにプレミアム商品券事

業の事業効果と今後の取組について。 

 ２点目は、本市におけるデジタル地域通貨の導入

に向けた取組について。 

 以上、２点につきましてお聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、地域経

済支援対策についての質問のうち、まず、地域振興

券及びプレミアム商品券についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染防止対策を行う市民の皆

様の経済的負担の軽減と、市内での消費喚起を図る

ことを目的に実施しております地域振興券につきま

しては、郵送に先立ち、５月17日から地域ごとの事

前配付会を行いまして、対象となる全１万912世帯の

うち、4,719世帯の方に事前にお受け取りに来ていた

だきました。お受け取りに来ることができなかった6,

193世帯の方につきましては、５月28日から順次郵送

されておりまして、６月20日現在で、およそ5,300

世帯に郵送が終了している状況となっております。

事前配付を受けた世帯と合わせますと、これまで全

体の約92％に当たります約１万世帯に地域振興券を

お届けしている状況でございます。 

 金券でもあります地域振興券につきましては、普

通の郵便と違いまして郵便受けに投函することがで

きず、受け取りの確認が必要なため、郵送に時間が

かかっております。不在の場合には不在通知が投函

されますので、まだ届いていない場合につきまして

は、恐れ入りますが、いましばらくお待ちいただけ

るようお願い申し上げます。 

 なお、事前配付会の初日につきまして大変な混雑

が発生いたしまして、大変ご迷惑をおかけしたこと

をおわび申し上げます。 

 次に、消費喚起による地域経済の再活性化を図る

ことを目的に実施しておりますプレミアム商品券の

販売状況につきましては、５月26日から販売を開始

しておりますが、６月18日現在で、総額３億円分の

うち、約２億883万円分が販売されております。今週

末の６月25日金曜日まで販売しておりますので、ま

だご購入されていない場合につきましては、お早め

にご購入いただきたいと思います。 

 また、25日の販売終了時に売れ残りがある場合に

つきましては、７月５日月曜日から、再度１人２冊、

２万円まで購入することができる２次販売を行う予

定となっております。 

 次に、事業効果についてでございますが、地域振

興券及びプレミアム商品券の換金が月締めのため、

現状では地域振興券の５月分の換金額1,370万5,000

円しか把握できておりません。ただ、前回のプレミ

アム商品券の換金率が99.8％であったことから、今

回も同様に地域経済の下支えにつながると思ってお

ります。 

 また、今回は、前回の1,000円券から500円券に統

一したことで、使い勝手がよいとご好評をいただい

ております。 

 次に、本市におけるデジタル地域通貨の導入に向

けた取組についてお答えいたします。 

 デジタル通貨につきましては、現物の金銭のやり

取りがなく感染のおそれがないこと、また、インター

ネット上で取引ができ、パソコンやスマートフォン

があれば金融機関の窓口に行く必要がないことから、

新型コロナ感染防止対策の観点からも注目されてい

るところでございます。 

 例えば、現在実施しております地域振興券やプレ

ミアム商品券などをデジタル地域通貨で発行いたし

ますと現物の商品券の印刷や配付などの必要がなく

なり、準備期間の短縮や事務の簡素化などが可能と

なります。 

 その一方で、全国的にワクチンのネット予約等で

高齢者の方が苦慮している事例がありますように、

全ての市民の皆様がパソコンやスマートフォンを使

いこなせるわけではなく、商店等の対応も必要とな

り、現状ではかなりハードルが高いと思われます。 

 また、デジタル通貨の方式も多種多様で、数多く

の事業者が乱立している現状は、キャッシュレス社

会への過渡期、入り口に立っている段階ではないか

と思われます。 

 国においては、官民を問わず、様々な社会生活に

必要な手続、取引、そのほとんど全てをパソコンや

スマートフォンでできるようにするため、デジタル

庁の創設やマイナンバーカードの普及を強力に推進

しているところでございます。 

 こうした国の動向や社会情勢を注視しつつ、デジ

タル地域通貨等の研究を進めてまいりたいと思って

おります。 
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 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  それでは、地域振興券につ

いて、３点再質問いたします。 

 まず１点目は、本庁のコスモスホールをはじめ各

公民館に来庁、来館された市民の方、市全体で見ま

すと約43％の世帯の方に配付することができており、

残り約57％の世帯の方には郵送手続を行うことにな

るとのことですが、郵送後に自宅におられない方や

住所不定などで戻ってきた方の場合には、その後ど

のような対応をされるのでしょうか。 

 ２点目に、郵送で送られた方は来庁、来館され、

すでに地域振興券を受け取られた方と違い、９月末

までの使用期限が短くなってきますが、その点につ

いて、今後問題は生じてこないでしょうか。 

 ３点目に、市民の方に大好評をいただいています

地域振興券の第２弾、第３弾は今後行っていただけ

るかどうかについてお聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、再質問

についてお答えいたしたいと思います。 

 まず、不在の場合の対応についてでございますが、

住基上の住所は市内にあるものの、何らかの理由で

現在住んでいないため、郵便局から戻ってくるケー

スが出てきております。その場合につきましては、

他課からの情報提供もいただきまして、施設入所の

場合には施設に、入院中の場合は病院に、市内の別

の場所に住んでいる方で確認が取れた場合にはそち

らに送るようにしております。今後とも、不在で配

達ができない場合につきましては、関係者からの状

況確認に努め、できるだけお渡しできるよう努力し

てまいりたいと考えております。 

 また、使用期限の９月末までとした理由について

でございますが、地域経済活性化のため、早期に消

費喚起を図る必要があるためでございますので、日

常の生活やお盆の買い出しなどで早めにご利用いた

だければと思っております。 

 以上でございます。 

 すみません、１点お答えが漏れました。第３弾、

次のプレミアム商品券の実施についてでございます

が、地域振興券、プレミアム商品券の追加実施につ

きましては、財源の問題もございますので、新型コ

ロナの状況、市内での景気動向、また、国・県の動

向を注視しつつ状況に応じて検討してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  地域振興券並びにプレミア

ム商品券は、コロナ禍で経済的に苦しんでいると思

われます市内事業者の方々を全市民の力で応援して

いくことを目的とする事業であることは皆さんもご

承知だと思います。 

 配付されました地域振興券並びにご購入されたプ

レミアム商品券を余すことなく、市内でのお買物や

家族での飲食等で使用していただくためにも、執行

部の方々に対しまして、本市のホームページ、ケー

ブル放送並びに市報等を上手に活用し、利用促進へ

とつなげていただくことをお願いしたいと思います。 

 また、ワクチン接種が今後、低年齢層まで幅広く

進み、経済活動が以前のような状態に戻るまでは、

どうか地域振興券並びにプレミアム商品券事業の拡

充を要望しておきたいと思います。 

 次に、デジタル地域通貨について、２点再質問い

たします。 

 デジタル地域通貨については、今後、必ずと言っ

ていいほど増えていくと思われますスマートフォン

世代向けの取組であり、高齢者に向けては、かなり

抵抗のある制度であることは、私自身も充分に理解

しております。ただ、実際、デジタル通貨を導入し、

すでに運用を実際に行っている自治体もあることも

事実であります。 

 再質問の１点目は、デジタル通貨を導入する場合

には、導入においてどういった課題があるのか。 

 ２点目は、現在本市で行っていますプレミアム商

品券のような事業の中で、事業の半分にデジタル通

貨を入れ込み、実際の運用を想定した試験的な取組

を行ってはどうだろうかについてお聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、デジタ

ル地域通貨についての再質問にお答えいたしたいと

思います。 

 まず、デジタル地域通貨を導入する前の課題につ

いてでございますが、高齢化率が４割弱という本市

におきましては、先ほども申し上げましたが、スマー

トフォンが使えない方が多数いらっしゃること、ま

た、小規模な個人商店等の対応が必要なことなどが

主な課題と言えます。 

 先進地の導入した事例を見ましても、市民全員を

対象とする場合の導入については、現状では時期尚

早ではないかと思われます。 
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 いずれにしましても、市だけでこの取組を進める

ことはできませんので、今後、商工会議所、商工会、

さらには金融機関とも連携を図りながら研究を進め

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  先ほどの再質問の回答にも

ありましたように、デジタル通貨の導入には課題が

たくさんあり、実際、すでに運用している市町村の

中でも、うまくいっていないところもあるとの報告

も受けております。 

 しかしながら、デジタル通貨の導入は、課題が多

いことは確かなことでありますが、よい点もありま

す。運用の仕方にもよりますが、先ほどの課長の答

弁からもありましたように、１つ目に、商品券など

紙ベースのものが必要でなくなるため、作成するた

めの経費並びに郵送などの経費がなくなり財源の軽

減になること、２つ目に、使用されました消費者自

身にポイントなどの優遇措置があること、３つ目に、

若い世代の方が地元商店街でのお買物促進につなが

ることなどが挙げられます。 

 私自身もまた、スマートフォンを所持しており、

近い将来、現金を持ち歩くことなく、ほとんどのサー

ビスがキャッシュレス化社会に進んでいくものと身

をもって感じています。 

 2025年度には第１次団塊世代が75歳となり、高齢

者がさらに増えてくる時代を迎えようとしています。

しかしながら、さらに二十数年後には、私たちスマー

トフォン世代である第２次団塊世代がその順番を

待っている状況にもあります。各自治体は、それぞ

れ内情に違いがあり、それにそぐわない取組をほか

の自治体がやっているからといって早々と行ったと

してもうまくいかないケースがよくありますが、少

しずつではありますが、今後を見据えた取組を進め

ていくことも重要ではなかろうかと思います。私か

らの要望も含め、ご検討のほどよろしくお願いいた

します。 

 次に、防災対策について質問いたします。 

 市民の方も記憶に新しいと思います、昨年、熊本

県を中心に集中豪雨が発生した令和２年７月豪雨で

は、避難できなかった特別養護老人ホームの多くの

入居者がお亡くなりになったことを覚えておられる

方もおられると思います。一昨年には九州北部豪雨、

２年前には西日本豪雨と、毎年のように九州では豪

雨災害が発生しています。豪雨災害が発生する原因

として、近年の気候変動により梅雨前線が異常なほ

ど活発化し、九州南部では線状降水帯が停滞し、大

雨を降らせている傾向が見受けられます。 

 また、本市におきましても、昨年の９月に発生し

た台風10号の影響で避難命令が出され、334名の市民

の方が避難されております。 

 そういった状況下の中、今年も例年より早く梅雨

時期に入り、今後、梅雨前線並びに台風の影響によ

り、本市におきましても豪雨災害に対しての準備を

しておかなければなりません。 

 それでは、質問します。 

 防災対策について、本市の市指定避難所の受入れ

体制をどのように充実させているのかについて、お

聞きいたします。 

○議長（北﨑安行君）  市参事兼総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  指定避難所の

受入れ体制の充実についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 本市には、指定避難所として36の施設がございま

す。避難所につきましては、気象庁や県などが発表

する各種災害情報を事前に入手いたしまして、想定

されます土砂災害や洪水などの災害の種別や規模に

応じて、できるだけ早めに開設するようにしており

ます。避難所の運営につきましては、１施設当たり

２名の職員を配置し、交代勤務で対応しております。 

 また、避難所に必要な資機材や備蓄食料につきま

しては、事前に配備している物や備蓄拠点となる市

役所各庁舎から持ち込む物があり、避難所ごとに、

床に敷くマット、毛布、飲食料品などをお渡しして

おります。 

 そして、この避難所用のためにいろいろな設備、

それから対策等々やっておりますけれども、コロナ

ウイルス感染症対策のため避難所の３密回避、それ

から衛生対策のために感染症対策を万全を期すこと

が重要になってまいります。そのためにアルコール

消毒液、それからハンドソープなどを設置するとと

もに、非接触型体温計による検温を実施しておりま

す。 

 また、密接を回避するために、１世帯当たり４平

方メートルのスペースを確保いたしまして間仕切り

をするなど、避難所対応をマニュアル化して対応し

ているところでございます。 

 そのほかにも簡易トイレ用のテントや扇風機、ス

トーブ、携帯電話等が充電できるコンセントなども

整備しております。 
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 併せて、令和３年度におきましては避難所の情報

環境整備を進めるために、避難者が最新の災害情報

を取得できるよう各避難所でテレビ設置工事を実施

しております。これにつきましては、市長が実際に

避難者からの声を聞きまして、即実施したものでご

ざいます。 

 今後につきましても適切な避難所対応ができるよ

う、避難所の開設、運営訓練を含む総合防災訓練の

実施や、必要に応じて資機材等の環境整備を進め、

避難者が安心して避難生活が送れるよう受入れ体制

の充実に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  それでは、２点再質問いた

します。 

 １点目は、現在、避難対応につきましては市職員

が中心となり進められてきているようでありますが、

今後、各地区の防災士との協働、連携作業を目指し

ていくことも必要になってくるものと感じています。 

 ただ、現在のところ、コロナ禍の影響により、難

しいところもあるかと思いますが、本市の見解をお

聞きいたします。 

 ２点目は、避難時に飲物や食料等を所持されてい

ない市民の方もおられるかと思いますが、そういっ

た方に対する市指定避難所での対応についてお聞き

いたします。 

○議長（北﨑安行君）  市参事兼総務課長。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  それでは、再

質問にお答えをいたします。 

 本市には防災士が355名おります。総合防災訓練で

の指導や、災害時には地域の方々を避難所まで誘導

するなど、各自治会で防災リーダーとして活動いた

だいております。 

 昨年の７月豪雨では、避難所の開設が計９日間、

また、コロナ禍の開設ということもありまして、市

役所の対応職員の業務量が増えるなど、避難所運営

も長期化、複雑化してきておりまして、今後におい

て対応が懸念されておる状況であります。これらの

中、防災士協議会の中で避難所運営協力の議論もな

されておりまして、具体的なマニュアルづくりなど

も検討されておるところであります。 

 今後につきましては、市と地域の自主防災組織、

防災士等が連携して災害対応できるよう取組を進め

てまいりたいと考えております。 

 それから次に、避難時の飲食料品の提供について

でございますけれども、市が開設いたします避難所

につきましては、大雨洪水警報発令時や台風接近な

どによる災害の発生が懸念される場合、全体的な状

況を考慮した上、事前の避難を希望される方を対象

に一時的に開設いたします自主避難所、それと災害

対策基本法に基づき地域防災計画に定める高齢者等

避難、避難指示を行う時に一定期間開設いたします

指定避難所の２通りがございます。 

 このため、自主避難所開設時には、原則、避難者

自らが飲食料品等を持ち込んでいただくよう、ケー

ブルテレビのＬ字放送、それからホームページ等で

はお知らせをいたしております。 

 指定避難所の開設時につきましては、高齢者等避

難や避難指示など、法令に基づき避難情報を発令す

ることから、飲料水やアルファ米、レトルト食品な

どの簡易的な食事を提供しております。 

 なお、市といたしましては、危険が及ぶ前の早い

段階で避難所を開設いたしますことから、常日頃か

ら災害時の飲食料品、マスク、消毒液等の非常持ち

出し品を準備いただき避難していただければと、６

月号の市報でもお知らせさせていただいたところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（北﨑安行君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  現在６月に入り、７月から

９月までの間にまとまった雨が今年も続くことが予

想され、雨の降り方にもよりますが、いつ、どのよ

うな形で災害が発生するのかは誰にも分からないの

が現状です。本市では、九州南部のような大きな災

害には遭遇することなく現在に至っていますが、こ

の状況は、たまたま偶然だと市民の方は思っていた

だきたいと思います。そのためにも、この段階で避

難時の本市の対応を確認し、市民の方を安全に誘導

できる体制について再確認が必要であると感じてい

ます。 

 また、今回の補正予算にも取り上げられています

ように、避難行動に支援が必要な方に対し、個別避

難計画の策定を行うこともとても大事なことではあ

りますが、どうか災害避難時には、周囲の方が、お

互いに困っている方を助け合う優しさを市民の方そ

れぞれに持っていただくようお願いいたします。 

 最後になりますが、先ほど課長からの答弁の中に

もあり、再三ではありますが、今月の市報に記載し

ていますハザードマップと避難場所にもう１度目を

通していただき、災害への備えをしっかりと行って
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いただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（北﨑安行君）  一般質問を続けます。 

 ２番、毛利洋子君の発言を許します。 

２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  議席番号２番、公明党の毛

利洋子でございます。通告に基づきまして一般質問

をいたします。 

 全国的に新型コロナウイルスワクチン接種が加速

しております。政府の発表によりますと、総接種回

数は６月10日時点で2,140万8,125回、１回以上接種

した人は国内人口の１割を超えました。公明党は、

ワクチンの確保、無料接種など政府の取組をリード

してきました。 

先日、新聞の記事の中で、長崎大学病院の森内教

授が、進むワクチン接種へ期待を寄せられています。 

 新型コロナの感染拡大から１年近く経過したが、

営業時間短縮等の感染防護策はどの程度続けると

効果が現れるのか、証明することは難しい。対策

を継続することで不公平感が生まれ、国民のモチ

ベーションは下がっていく。何より効果は限定的

で、少しでも緩めると、また次の流行の波が押し

寄せることを繰り返している。ワクチンだけが本

当の意味で現状を一変させることができる。 

と専門の方々がこのように言われております。 

そこで、初めの質問は、本市のワクチン接種につ

いてお尋ねします。先ほどの河野議員と重なる部分

もあると思いますが、私なりに質問をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

１点目、現在の進捗状況について。 

２点目、65歳以上の人数、接種券発送、また、接種

済みの数。 

３点目、今後の計画等についてお尋ねします。 

○議長（北﨑安行君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  ワクチン接種につ

いてお答えいたします。 

 まず、現在の進捗状況についてでありますが、先

ほど河野徳久議員の答弁でも申し上げましたとおり、

65歳以上の高齢者8,757人に接種券を送付し、現在接

種を行っているところでございます。６月21日現在5,

655人、64.6％の方が１回目の接種を終え、７月末ま

でに希望する高齢者の２回目の接種が完了する見込

みでございます。 

 次に、今後の計画につきましては、高齢者の次に1

2歳以上65歳未満の方へ接種を行ってまいります。ま

ず、基礎疾患を有する方、介護サービス事業者や障

がい者施設などに従事する方、60歳から64歳の方に

接種券を最短で６月28日から順次送付し、さらに県

の独自方針に従い、小中学校の教職員や幼稚園教諭、

保育士、放課後児童クラブの支援員、高校３年生、

また、本市では独自にアンジュ・ママンのスタッフ

を加え、子育て支援に関わる方に対し、夏休み中の

完了を目指して準備を進めているところでございま

す。 

 次に、60歳未満の方につきましては、予約の進捗

状況やワクチンの供給状況を見ながら、７月上旬以

降、順次、年齢ごとに接種券を送付し、引き続き円

滑な接種が行われるよう進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  ２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  ありがとうございます。先

ほどの答弁からでよく分かりました。 

 今、60歳から64歳の方への案内が届いております。

中には、高齢者の80代、70代の方でコールセンター

への連絡がつかない方々もおられ、不安を抱えてい

る方々もおられます。どうか、これからも接種を希

望される皆さんが安心して接種できるような情報発

信をよろしくお願いいたします。先ほどでも答弁い

ただきましたように、市報やケーブルテレビ等で発

信していただけるということですので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 続いて、次の質問に移ります。 

 続きまして、ヤングケアラーについてお伺いしま

す。本市の実態把握について、また、必要な支援に

ついてお伺いします。 

 ヤングケアラーは、病気や障がいを抱える親や高

齢の祖父母の世話などを行っている18歳未満の子ど

もの総称です。厚生労働省と文部科学省が４月にま

とめた初の実態調査の結果によると、世話をする家

族がいると答えた割合は、中学２年生の場合5.7％、

17人に１人の割合です。また、ケアの対象は、きょ

うだいが最多で、特に、年の離れた幼い兄弟の世話

に追われている子どもが多くいることも明らかにな

りました。それに加えて、一、二割が自分の時間が

取れない、宿題や勉強する時間が取れないなど、子

どもたちの大変さが明らかになりました。 

背景として、在宅福祉が基本になったほか、ケア

を必要としている人や高齢者が増えている点、核家

族化、共働きが増えたことが挙げられます。かつて
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は祖父母が同居していたり、近所におじさんやおば

さんがいたりしたことで介護の役割分担ができてい

ました。今はケアの担い手がおらず、大人に代わり

子どもが担い手になりやすい状況が進んでいます。

子どもにとっては、最初は家族のお手伝いだったの

が、次第にその役割が固定化し、仕事、家事、介護、

世話の一連の家庭内の仕事が子供のサポートなしで

は成立しなくなってきています。子どももケアを抱

える大人がいないことを分かっていると、自分がや

らなければ家族の負担になると思い込んでしまうケー

スもあります。  

さらに、介護する相手の状況によっては命に直結

することもあるので、断れない、やらないわけには

いかないといった心情もあるのではないでしょうか。 

初めに、ヤングケアラーの本市の実態把握について

お伺いします。 

○議長（北﨑安行君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、ヤン

グケアラーについての質問にお答えします。 

 子どもが家事や家族の世話を行うことで、その年

齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負

わされているヤングケアラーの実態につきましては、

厚生労働省と文部科学省により、昨年度の12月から

１月にかけ、初めての全国調査が中高生を対象に行

われました。 

 議員ご案内のとおり、この全国調査によりますと、

世話をしている家族がいると回答した子供は、中学

生で5.7％、高校生で4.1％という結果で、そのうち

の約１割は１日平均７時間以上世話をしているとい

う状況でした。 

 さらに、子ども本人に自覚がないものも多く、子

どもらしい生活が送れず、誰にも相談できずに、日々、

独りで耐えている状況もうかがえる結果でした。 

 そのため、支援が必要なヤングケアラーに対して

は、関係機関、団体などが緊密に連携することで早

期に発見し、適切な支援につなげる取組が求められ

ていることから、今年の３月にヤングケアラーの支

援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェ

クトチームが立ち上げられ、その報告書が先月取り

まとめられました。この報告書の中で、早期発見、

把握のために、学校においてヤングケアラーを把握

する取組や、医療機関や介護支援専門医などの専門

職との関わりがある場合にヤングケアラーを把握す

る取組が提言されており、今後、具体的な対応マニュ

アルなどが厚生労働省や文部科学省から周知される

予定となっています。 

 本市におきましても、要保護児童対策協議会にお

けるヤングケアラーの実態調査が行われ、要保護児

童ケース157件のうち、ヤングケアラーと思われる子

どもの数は４件であると回答させていただいており

ます。本市の要保護児童対策協議会において支援し

ているこの４件のヤングケアラーと思われる子ども

につきましては、児童相談所や警察などの関係機関

と連携し、今後も継続して支援を行ってまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  ２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  再質問をいたします。 

 本市にも４名いるということが分かりました。国

の調査によると、世話の頻度がほぼ毎日と答えた人

が17人中、約半分以上に上がっています。また、平

日７時間以上も世話に費やす人が１割程度いること

も分かりました。家族の世話に長時間従事するよう

になると、子どもは学校を遅刻、欠席しがちになっ

たり、心身の疲労を抱えやすくなります。ヤングケ

アラーの半数以上が、学校をはじめ誰にも相談した

ことがないことも分かりました。 

 また、調査から、半数前後の学校で、自校にヤン

グケアラーと思われる子どもがいると認識している

ことも分かりました。それでも、学校側としては、

家庭の中までは見えないので実態の把握が難しいの

が現状です。相談がなければ、なかなか気付く機会

がありません。様子が変だなと思っても、家庭内の

ことにどこまで踏み込むべきかという判断の難しさ

もあります。特に、親が拒絶してしまえば、それ以

上入り込むことはできません。先生方にはアンテナ

を張っていただき、相談しやすい環境づくりをお願

いしたいと思いますが、今後各課での研修、また調

査をしていただきたいと思いますが、もう一度この

ことについてお伺いします。 

 本市では幸い、要保護児童対策協議会の中で対応

していただいているということですが、要保護児童

対策協議会のメンバーには、先ほどのヤングケアラー

の支援に向けたプロジェクトチームのような関係者

の中に、福祉、介護、医療、教育の方々は入ってい

るのですか、お尋ねします。 

○議長（北﨑安行君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、再質

問にお答えいたします。 

 このヤングケアラーの問題につきましては、議員
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ご案内のとおり、家庭内のデリケートな問題でもあ

ります。なかなか表面化してこなかったということ

もあります。そのような中、昨年度ようやく調査が

行われまして、その対策が検討されようとしていま

す。報告書の中にもありますが、教育、福祉、介護、

医療など関係機関が連携し、早期に発見し、適切な

支援につなげることが重要でありますので、今後、

本市におきましても要保護児童対策協議会のメン

バーを中心としまして関係する様々な機関と連携し

た取組を行っていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  ２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  各機関が本当に介護等、ま

た教育関係等で大変だと思うんですけど、皆さんで

ぜひ協力をしていただき、見守っていただけたらと

思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして３番目、ＬＧＢＴ、パートナーシップ

制度についてお伺いします。 

 ＬＧＢＴなど性的少数者の方々にとって、周囲の

偏見や差別を恐れ、家族にも相談できないといった

厳しい状況の中で生活しており、新たな不安も増し

ているとお聞きしております。 

最近では、様々な方面でＬＧＢＴへの理解を深め

る運動が広がる中で、国をはじめとした公的機関に

おいても、その存在を認め、理解を深める啓発活動

が取り組まれるようになりました。 

また、パートナーシップ制度は、自治体がＬＧＢ

Ｔカップルに対して、２人の関係が結婚と同等であ

ると承認し、証明書等を発行するもの、また、市営

住宅に家族として入居が認められたり、パートナー

が病院に救急搬送された際、家族として面会できる

など、ＬＧＢＴなど社会的少数者の方への理解推進

などの多様性を尊重する環境づくりについて本市の

認識をお伺いします。 

○議長（北﨑安行君）  人権啓発・部落差別解消推

進課長。 

○人権啓発・部落差別解消推進課長（後藤史明君） 

 ＬＧＢＴ、パートナーシップ制度についてのご質問

にお答えします。 

 まず、ＬＧＢＴとは、恋愛の対象が必ずしも異性

ではない方や、自分の性の認識により心と体の性が

一致せず、自分の体に違和感を持っている方のこと

で、性的少数者という言葉で表されることもありま

す。 

 最近の全国的な調査では、ＬＧＢＴに該当する方

は約10人に１人と言われており、偏見や差別を受け

るといった例も報告されるなど、社会の中で様々な

困難を抱えて生活していると認識しています。 

 本市では、全ての人が自分らしく暮らせる人権尊

重のまちづくりを実現するため、性の多様性を正し

く理解していただくための教育や啓発を行うととも

に、性的少数者への配慮の取組の一つとして、市役

所における各種申請書の性別欄削除の取組を行って

きたところでございます。 

 議員ご質問のパートナーシップ制度は、同性婚が

認められていない日本において、自治体内のみで有

効となる婚姻に準じた関係を認めようとする制度で

あり、パートナーとして認められることで一定の効

果があると認識しているところであります。 

 しかしながら、法的拘束力がないといった課題な

どもありますので、国・県の動向や他の自治体の先

進事例等も参考にしながら、引き続き研究を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  ２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  近隣自治体でもパートナー

シップ制度についての実施をしている地域もありま

すので、ぜひ本市でも、また研究していただいて、

よろしくお願いしたいと思います。 

 最後の質問です。高齢者や障がいのある方など、

ごみ出しが困難な家庭の支援についてお尋ねします。 

 本市においても、随分前から、このことについて

は問題視されていたと思います。急速に進む高齢化

によって、高齢者にとって今やごみを集積所まで持っ

て行くことが難しくなってきているという現実があ

ります。筋力の低下や関節疾患がある高齢者にとっ

て、ごみ袋や重たい新聞の束を集積所まで運ぶのは

大変な作業です。これから高齢化に伴って避けては

通れない、ごみを出しに行けない方が今後ますます

増えていく、高齢者の支援が課題となっています。 

国立環境研究所は、高齢者ごみ出しガイドブック

で、高齢者のごみ出し支援モデルを示しています。

地域によっては高齢者世帯が中心となっているとこ

ろもあり、これから５年、10年とたつに従い、こう

した地域は増加していくことが想像できます。 

 今、このような課題が地域に持ち上がっていると

いうことは共通の認識であると思います。他県の自

治会では、ごみの戸別収集が始まっています。ごみ

出しが困難な方もごみ出しが円滑にできるよう、高

齢者や障がいのある方などの生活支援の一つとして
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自宅の玄関先までごみの回収に伺うなど、地域の高

齢化に伴う課題は様々な事象として浮かび上がって

いることを肌で感じております。 

 住み慣れた地域で、いつまでも楽しく元気でいら

れるために、このような課題もしっかりと解決して

いくことが必要ではないでしょうか。本市の対策に

ついてお伺いします。 

○議長（北﨑安行君）  環境課長。 

○環境課長（尾形 稔君）  それでは、高齢者や障

がいのある方などのごみ出しが困難な方の支援につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 この問題につきましては、環境省において、高齢

者ごみ出し支援制度導入の手引が作成され、高齢化

社会に対応した廃棄物処理の指針が示されていると

ころであります。全国的には先行して実施をしてい

る自治体もあり、本市におきましても高齢化や核家

族の進展等に伴い、高齢者や障がい者のみの世帯の

増加は予想され、このような状況に対応したごみ出

し支援は解決しなければならない重要な課題である

と認識しております。 

環境省から示された事例集では、先行して実施し

ている自治体の支援に様々な方法がございますので、

どのような支援の在り方が地域の状況に適応したも

のなのか、議員ご提案の内容も含め、対象者の範囲、

支援をしていただく方や受皿となってくれる団体、

費用面等を調査し、問題の解決に向けた制度の構築

を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  ２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  ありがとうございます。ど

うか直接各地域を回っていただき、皆さんの声を生

で聞き、本市に合った対策をぜひお願いしたいと思

います。 

 以上で終わります。 

○議長（北﨑安行君）  しばらく休憩します。 

 午後の会議は13時に再開いたします。 

午前11時28分 休憩 

午後１時00分 再開 

○議長（北﨑安行君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を続けます。 

 16番、大石忠昭君の発言を許します。 

16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  午後の１番になりました。

日本共産党の大石忠昭でございます。 

 まず最初に、新型コロナウイルスから市民の命や

暮らしを守るために最前線でご活躍をしていただい

ております医療関係者の皆さん方、市長をはじめ市

の職員方の連日のご尽力に心から感謝を申し上げた

いと思います。 

 私ども日本共産党も国会議員や全国の地方議員が

一丸となって協議をしながら、コロナの感染を封じ

込んでいくために、今どうすべきなのか、市民の命

や暮らしを守るためにどうするかということも議論

しながら、その時々、政府に対しても、あるいは都

道府県に対しても、高田では佐々木市長に対しても

緊急の申出をし、ご尽力を促してまいりました。こ

れからも、何よりも市民の利益第一で、日本共産党

は頑張りたいと思います。 

 まず最初に、市長の２期目の無投票当選おめでと

うございます。日本共産党は、前回１期目の時にも

佐々木市長にどう臨むかということを述べましたけ

れども、改めて佐々木市政に対して、市民にとって

よいことについては、それは一緒になってさらによ

い方向にいくように協力していきたいと思っており

ます。市民にとって悪いことについては、早く問題

点を明らかにして、指摘もしながら是正も求めてい

くと、ちゃんとはっきり物も言って対応してまいり

たいと思っております。 

 今回、全部で６つの質問をしたいと思うんですけ

れども、昨日、何とか、19項目ありましたけれども、

時間いっぱいで質問することができました。今回も、

今、ある議員から全部やるんかいと言われましたけ

ども、全部やりたいと思いますので、質問に的確に

答える形で、簡潔でいいですから質問の趣旨に明確

に答える答弁を求めたいと思います。 

 最初、市長の政治姿勢に係ることで３つの質問を

したいんですけども、冒頭は公約の問題なんですけ

れども、振り返ってみますと、４年前の選挙は市長

自身が何度か口にしましたように、１対1,000と言わ

れるほど佐々木陣営にとっては厳しい選挙も予想さ

れましたけど、結果的には140票の僅差で勝利をいた

しました。その時の大きい要因は、私は、市長が斬

新なアイデアで市民の心をつかんで、これまでの永

松市政でやれなかった問題をこうやってやるんだと

いう、高校までの医療費の無料化とか中学生までの

給食無料化をはじめ、いろいろと斬新な政策を市民

に訴えて、その実現の先頭に立つ姿が鮮明になった

と思うんです。それで、厳しい組織選になったけれ

ども、結果的には勝利しました。 
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 私なりにどういう役割を果たしたかといいますと、

私は、やっぱり選挙というのは政策論争をしようじゃ

ないかということで、両方の候補者に日本共産党と

して公開質問状を出しました。回答が来ましたので、

その回答はみんなの高田で印刷をして配るなどしま

した。また、中央公民館で両候補の討論会がありま

したね、会議所、青年主催の。それにも参加して、

よくお二人の意見を聞きました。また、佐々木敏夫

後援会ニュースが何回か配布されました。それを読

んでみたと思います。 

 決定的になったのは、選挙の告示前、三、四日前

にＡ４版で出された１色刷りの斬新な公約を書いた

もの、これが一番市民に反響を呼んで、特に若い人

たちが一気に佐々木陣営に支持が流れたと思ってお

ります。 

 それから、選挙法が変わりまして、選挙期間中に

ビラが出せるようになっておりまして、両陣営とも

ビラを出しました。Ａ４版でしたね。それをよく読

んでいます。選挙となれば各新聞も、その候補者の

人柄とか、これまでの実績とか、今後の抱負とか公

約とかも書いてくれる欄がありますわね。 

 ところが、それからのことなんですよ。今回は無

投票になるという予想が早くからありましたので、

事前の後援会ニュースなるものでの公約的な発表と

いうのは、私、見ていないんです。それから、選挙

があれば新聞も書いてくれますけど、やっぱり各新

聞もテレビも佐々木市長の２期目の公約については

具体的に報道がなかったというように記憶していま

す。よって、私は選挙公約というのは、自分が当選

したらどういうことを実行するかという約束を有権

者に示すことだと思うんです。今回は示さないまま、

選挙はがきも出さないまま終わりましたので、市民

にとっては、今度何してくれるのかなという期待の

声もありますけれども、何か、うーんという不安の

声もあるわけなんですよ。 

 それで、簡潔でいいです。私は、思い出したら、

今年の３月の議会の予算の賛成討論をしまして、討

論したのは私だけでした。その最後に、市長選挙は

多分１日で終わるでしょうと。１日になっても、土

谷哲ちゃんみたいな人は出ないと思うけど、だから

１日で終わるけれども、そうなってもやっぱり政策

を打ち出してもらいたいと、政策論争をやってもら

いたいという趣旨の討論をしたと思います。しかし、

なかったので、この２期目の選挙公約なるものは市

民にアピールできていないと思うんですけれども、

そのことについてどう思うかというのが１つの質問

です。 

 ２つ目の問題は具体的なんですよ。いろいろ各新

聞、全部読んでいますし、もちろんテレビについて

も全部ニュースのあれはコピーできますから取って

おりますけど。具体的に言ったら、今回も初日に述

べたように人口減少対策に取り組んで、何とか人口

増加のために頑張ろうという、その意思はよく分か

りますし、また、新たな観光振興で交流人口も増や

しましょうということもよく分かりました。 

 それで、問題はそれなんです。そのために、具体

的にはこの４年間どういう構想か、もう少し聞きた

いです。市民が一番知りたいところ、こういう構想

で、佐々木市長は選挙事務所には斬新なアイデアで

さらなる発展を約束しますという看板を出していま

したわね、２枚。だから、その斬新なアイデアを期

待したいんですけど。これは本当に市民が主人公で

すから、市民が願っていることを取り上げて市民の

ためにやっていただきたいと思うんですけども、そ

れを市民に、今この場で述べられることがありまし

たら、こういうことをやりたいという具体策、具体

的な計画、構想を示してもらったらと思います。 

 それからもう一つ、３番目は、市長の給料の問題

と退職金の問題です。 

 ４年前は、当選後の初議会、６月議会で給料は半

額にしますという条例、４年先の退職金についても

ゼロにするという特別条例を出しましたね、しかし、

議員のほうから、それはいかんと、給料は８割もろ

うてくれという形で修正案が出されまして、これま

で８割を１期目は支給を受けていたと思うんです。

よって、今も議員の中でも、どうするんやろうかな、

丸々もらうんやろうかなというぐらいで、市民も分

かっておりません。多くの市民は、引き続き、次も

退職金要らんちゅうんかな、給料も８割になったら

８割でいくんかなという声もありますけどね。私は、

どうしたらいいということではなくて、市長自身が

この問題についてどう考えておるか、簡潔に述べて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  ２期目の具体的な選挙公

約と、この構想、計画についてのご質問に答えさせ

ていただきます。 

 私の２期目の公約につきましては提案理由の中に

申し上げましたように、最重点に考えるのは豊後高
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田市を消滅させない。そのための人口増施策と考え

ております。この問題は、一言で言いますと大変大

きな問題であります。そのための対策はいろいろあ

りますし、その効果も的確に上げるためには１行で

済む問題ではない、そういう意味では、あらゆる方

向でしっかりと取り組んでいくというこの覚悟は変

わりません。 

 本市は、昨年、住みたい田舎ベストランキングで

全国初の９年連続ベストスリーを達成し、その中で、

総合部門、若者部門、子育て、シニア部門第１位の

４冠を成し遂げたのもご案内のとおりであります。

移住者の皆さんへは引っ越し応援事業や家賃支援事

業、空き家リフォームなどの各種支援事業を行って

いき、移住者増につなげてまいりました。その結果、

人口動態では７年連続の社会増を達成いたしており

ます。これは、大分県では初めての出来事でありま

す。２年連続移住者100人を超えている状況でもあり

ます。また、今後の雇用創出や定住人口の促進を行

うためサテライトオフィスを整備し、ＩＴ企業等の

誘致を積極的に進め、引き続きこれら人口増対策の

施策について、さらに一歩踏み込んで人口増へつな

がるよう取組を検討してまいります。 

 観光振興では、本市には国宝富貴寺をはじめ、千

年以上の歴史を誇る数多くの寺院や文化財があり、

国の名勝が天念寺耶馬・無動寺耶馬に中山仙境と２

か所、そして日本三叡山に指定されております西叡

山、さらに国の登録記念物に指定された真玉海岸、

貴重な文化財、自然景観の宝庫でもあると思ってお

ります。また、今年で20周年を迎える昭和の町、そ

して日本有数の規模で菜の花、ヒマワリが見られる

長崎鼻など、数え切れないほどの観光スポットがご

ざいます。 

 私は、こうした他の地域にはない個性豊かな各地

の観光スポットを磨き上げ、近隣の観光地とも連携

を図ることで相乗効果を発揮させ、地域全体の観光

振興を図っていこうと思っております。 

 まず、手始めとして、これまで夏休みしか観光客

が来なかった長崎鼻を１年中観光客が訪れる滞在型

リゾートに転換するため、国の地方創生交付金を活

用し、ホテル並みの設備を備えた新たなコテージを

整備、海辺にはヨーロッパ製のキャンピングトレー

ラーとバーベキューテラス、さらには長崎鼻の自然

と最新のデジタル技術を融合したデジタルアートギャ

ラリーを整備いたしました。これにより、コロナ禍

で日本中の観光地が大きなダメージを受けている中、

長崎鼻では令和２年の入り込み客数が前年度対比で1

28％増と、11万人を突破し過去最高を記録するなど、

これまでの投資が成果を上げているところでござい

ます。 

 この流れを止めることなく、さらに加速させ、今

後、日本夕陽百選に認定されている真玉海岸の魅力

向上のための観光施設整備、首都圏の若者を中心に

再びブームになりつつあるニューレトロの元祖とも

言える昭和の町など、地域の個性を生かした魅力向

上対策と各地域の連携強化により、相乗効果を発揮

させる新たな観光振興に全力で取り組む所存でござ

います。 

 なお、悠久の時をかけて自然がつくり出した奇岩

が連なる夷谷への誘客対策につきましては、私が掲

げる市内に点在する観光資源を磨き上げ、それらを

つなぐことで相乗効果を発揮させる新たな観光振興

に必要不可欠であることから、夷谷の絶景を生かし

た新たな観光拠点の整備について樹木の景観伐採を

進め、展望施設の整備など、再度検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 また、２期目の給料と退職金についてお答えいた

します。 

 １期目の給料減額と退職金なしにつきましては、

私の公約であり、また、議会の承認をいただきまし

て実現させることができました。そういう意味で、

あらゆる公約について強い決意を示すため、あくま

でも１期の任期限りの特例として提案し認められた

ものと思っております。今回は、２期目については

本来の規定どおりとさせていただきたいと思います。 

 私の市政に対する思いは、１期目と何ら変わるこ

とはございません。市長の職務に全力を尽くしてま

いる決意でございます。また、時代は大きく変わり

ます。そういう意味では任期４年ということよりも、

市の発展のために１年１年、精いっぱい頑張らさせ

ていただきたいと思います。何とぞご理解いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  １項で20分かかりましたの

で、もう再質問は･･････。市長は、今の答弁ではか

なり実績宣伝があったと思うんですけど、もう聞き

飽ぐほど聞いてきとるんですけど。本当はもう少し

短時間で、これからどうするというのが欲しかった

けれども、後のところでいきますけど、それでもう

再質問はそこでしません。 

 退職金のことだけ。２期目は従来どおりにいくと
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いうことですけど、退職金は４年先に決めればいい

ことですのでね。私なりに計算しましたら、永松前

市長の１期目の時は二千万円を超えましたけど、こ

れは、私はあまりに、市民の生活実態から見て二千

万円ちゅうのは高過ぎることで大問題にしまして、

最終的には、永松市長が一番最後の時には半額になっ

たんですよ。半額になったといいますけれども、条

例そのものが変わってきましたから、県知事をはじ

め。それで、佐々木市長が今の給料表でいったら約1,

600万円になると思います。永松市長時代は2,035万

円を超えていました、二千万円を超えていたんです

けどね。それで、４年間ありますから、市民の声を

聞きながら、その間、市民の声に応えて減額する意

思があれば減額するという方向でやってもらいたい

と、意見を述べておきます。 

 次は、高齢者問題についてであります。 

 先ほど、２期目の公約を聞きましたけど――いい

ですよね。次にいきますよ、質問。２項目めは高齢

者対策。 

 先ほどの２期目の公約をお尋ねしましたけれども、

人口増対策と新たな観光対策について大きい柱のお

話がありました。大事な、高齢化人口が年々増えて

おるんですけども、高齢者に対してはどうするとい

うことは一言もなかったんです。非常に残念なんで

す。私は、自分の選挙の公約で２年前の市会議員選

挙の時にも、佐々木市長に対して、今までの子育て

支援とか移住対策などは評価をするが、同時に、今

度は高齢者対策に市長自身が取り組むように私なり

に頑張るという公約をしているんです。確かに今の

高齢者の実態から見れば、やはりもう少し佐々木市

長に新たな事業をやってほしいなという期待があり

ます。まだまだ期待があります。 

 それで、多くは申しませんが、４点、今回は見解

をお尋ねしたいんですけども、全部初めての問題は

ありません。 

 １つは、敬老会に対する市の助成金です。これが

私の記憶では、合併して18年になりますけれども、

高齢者70歳以上の方１人1,000円を基準にして主催者

団体に補助しているわけですね。自治委員の手当も

消防団員の手当も引き上げました。老人福祉法をゆ

うべ読んでみましたけれども、やはり、豊後高田の

場合は、70歳以上の敬老会事業に対しての助成額を

増やすべきじゃないかなあと。そうすると、これこ

そ多くの高齢者に影響を与える問題だと思うんです

が、市長、９月議会に提案すればできることですが、

それまでに検討する用意があるか。 

 それから、ごみ出しに困っている方々の高齢者や

障がい者に対して何らかの支援策をということで、

これまでも何度も取り組んできました。甲斐明美議

員がおる時代から取り組んでおります。私は勉強し

まして、厚生省にも電話をかけていろいろ問い合わ

せてみましたが、厚生省のほうも本当に全国課題だ

ということで、とうとう厚生省が交付金という名目

で、実施をしている市町村に対しては交付金を支給

することになりました。そのことも紹介したことが

あります。 

 それから、全国の事例を調査しておりまして、こ

ういう事例がありますよと、やり方がね、どういう

支援をしているかという形のものを１冊の冊子になっ

ています。それも全部読んでいますけど。私は、そ

ういうことも紹介しながら、高齢者社会を迎えてい

るので、１つの自治会の中でも何人かはごみ出しが

困難な人があると、ある方から伺いました。ある民

生委員の家でさえ大変だという話も聞いて、私もぞっ

とした思いがあるんです。 

 それで、何度か議論する中で、担当課長は去年の

一番最後、９月議会の答弁では、来年度実施に向け

て検討するという答弁をしているんです。先ほど、

また今度は環境課長が答弁しましたからね、答弁が

食い違うんですよ。だから、内部で――私はごみ出

し困難な高齢者や障がい者の対策としてということ

で取り上げて、社会福祉課長が答弁してきたんです

よ、ずっと。その中の二十何項目の全国の事例を読

んだかと言ったら、課長、全部読んでいることも分

かりました。それも参考にしてやったらどうかとい

うこと議会で述べておるんだけど、その辺の、市長、

内部でどういう協議をしているのか、市長は参加し

ているんですかね。これは前の課長もずっと認めて

いたんよ、重要な課題ということは認めとるんです。

厚生省も重要な課題、認めとる。予算が伴うから、

半額、予算は出しますよとなっているにもかかわら

ず実行できていない。 

 今、隣の席の菅議員から聞きましたが、菅議員の

地元では、自治会の中に６人が困難な人があって、

自治会が協力して出してあげると、無償で出してあ

げるという、こういうとこも随分ありますね。そう

いうとこもありますし、それに対して助成している

自治体もあります、全国には。いろいろやり方があ

るんです。だけど、これ急がないといけないから、

ごみ出し支援、困難な方に対する、急いでやるとい
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うことはどうなのかという、その辺を答弁してくだ

さい。 

 それから、エアコン設置の問題です。 

 これも何度かやりましたけどね。実は、まだ大分

県でやっていないという答弁がこれまであったんで

すけども、今度は由布市が、今実施をしておりまし

て非常に好評です。これは国のコロナ対策の交付金

を活用してやっていますけど、高田の場合、やる意

思がないということなんですけども。今までの答弁

では、九州では世帯の95％がエアコンが設置されて

いる、５％が設置されていない答弁がありましたね。

高田の生活保護者については47世帯、いわゆる入所

者より別な方の実態から見たら、36％の方がエアコ

ンがないというのが今までの議会で答弁があった内

容なんです。今の時代に、生活保護を支給されてい

る世帯で47世帯がないということは大問題と私は思

うんです。それ、状況は少しは変わっているのかね。

何とか由布市に学んで、交付金を使って５万円でも

支給する。私は、今回は電気料を要求しません。と

にかく設置に対して助成をすると、それで熱中症か

ら市民を守るという、その姿勢を示してもらいたい

と思いますが、市長の見解を求めます。 

 あともう１つは、高齢者の難聴者に対する補聴器

の助成です。 

 これも全国的には国会でも問題になっておりまし

て、今の重度聴覚障がい者に対しては制度があるん

ですけど、それ以下の人についてはないんです、中

くらいの人に対しては。これを国がもっと緩和措置

を取れということで議論しておりますけども、まだ、

今のところ大分県では市独自ではないんですけども、

何とかそういう耳が聞こえにくくなって困っている

人たちに対して、私は２万円でも３万円でもいいか

ら助成をして高齢者の生きがいを支援をしてもらい

たいと思いますが、市長の考え方をお尋ねします。 

○議長（北﨑安行君）  社会福祉課長。 

（○16番（大石忠昭君） 市長が手を挙げたのは、

市長が先じゃないんかい。） 

すいません、見落としました。 

 市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  議員さんの質問に対して

お答えします。 

 高齢者対策、これにつきましては敬老会の祝い金

の増額、拡充にも、ご案内のとおり努めてきたとこ

ろであります。 

 また、敬老祝い金について、今現状は1,000円なの

でそれ以上という話がありますが、昨年、市民全員

に１万円支給という形を取らさせていただきました。

高齢者、障がい者に対しては、みんなとは別に5,00

0円アップをさせていただきました。総額で約５千万

円を、昨年、高齢者、障がい者に支給させたところ

であります。 

 また、先ほど、るる要望等がありましたが、その

点につきましては担当課長から答弁をさせていただ

きます。 

○議長（北﨑安行君）  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田染定利君）  それでは、高齢者

対策のうち、敬老会の補助金に関するご質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

 市といたしましては、本補助金は地域社会の発展

に多大な貢献をいただきました高齢者の皆さんに深

く敬意を表し、感謝申し上げる機会として、また、

敬老思想の普及の場として、今後もしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。 

 しかしながら、実施要件や金額につきましては、

これまでと同様、あくまで個人給付という形ではな

く、各地域で実施される敬老会に対する事業補助金

として現行制度で維持してまいりたいと考えており

ますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 次に、コロナ感染対策に係る高齢者世帯へのエア

コン設置助成についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 本市では、新型コロナウイルス対策として65歳以

上の高齢者の方には、昨年２回の定額支援金、１人

２万5,000円、それから今年度は7,500円の地域振興

券の給付をさせていただいております。また、生活

保護世帯に対しましても、これと同様の措置を講じ

ておるところでございます。これは、各ご家庭にお

いてコロナ禍を乗り切るために必要となる品物が異

なることから、その需要に柔軟に対応できる家計支

援として実施したものでございます。 

 エアコンが真に必要な方につきましては、これま

での個人給付や現在販売中の20％プレミアム商品券

などをご活用いただくことで対応は可能ではないか

というふうに思っております。よって、他市が行っ

ているようなエアコンだけに特化した制度、そういっ

たものの創設は考えておりません。 

 次に、高齢者の難聴者への補聴器購入助成につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 身体障害者手帳を取得していない、聞こえに困り

のある高齢者の補聴器助成につきましては、昨年の
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第３回定例会での一般質問をお受けして以降も様々

な面から検討させていただきました。 

 しかしながら、このような加齢による体の変化は、

耳の聞こえのほかにも視力の低下、運動機能や認知

機能の低下など様々であり、公平性の観点からも難

聴にのみ限定した助成を行うことは大変難しいと考

えております。まずは専門医などの医療機関を受診

し、身体障害者手帳の取得ができないかということ

をご相談いただいた上で、補装具として支給を受け

ることができるかできないかをご検討いただきたい

というふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（北﨑安行君）  環境課長。 

○環境課長（尾形 稔君）  それでは、ごみ出し困

難な高齢者や障がい者世帯のごみ出し支援について

のご質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘のごみ出しが困難な方々への支援につ

きましては、解決しなければならない重要な課題と

して捉えております。これまで身近な困り事に対す

る支援の中で、地域における困り事を掘り起こし、

地域内で解決していくための方策などを調査、検討

しているところでありますが、現時点において新た

な事業構築まで至っていない状況であります。 

 今後につきましても、福祉サイドとの連携の中で、

これまでの議論を踏まえ、できるだけ早い時点で支

援ができるよう、環境省が示している事例等も参考

にしながら進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今、高齢者対策について４

点質問をしましたけれども、市長が１点目だけ答え

ました。その１点目については、敬老会に対する市

の助成をもう少し増額できないかという質問に対し

て、高田では市独自のコロナ対策で高齢者には5,00

0円余分に出しておるからという趣旨の答弁だったん

です。 

 それで市長、老人福祉法という法律がありまして、

老人に対する理念、敬老の日、敬老行事に対するこ

とで、国や市町村が果たすべくことが法律化されて

おりますが知っておりますか。知っておったら、ちょっ

と内容を説明してください。 

 私の理解では、敬老の日や敬老週間については、

国も市も、私たち市民も挙げて高齢者をお祝いをす

る、そういう行事をするように法律ではなってると

思います。 

 そうしますと、今の1,000円になってから、合併前

からずっと1,000円なんですよ。その状況では、主催

者そのものが70歳以上の人が多い状況の下でなかな

かできないと、特にコロナの下で去年はほとんどし

ていないですけどね、でしょ。1,000円だけでは、な

かなかこの法律でうたわれているような敬老事業を

やるというのは困難だと私は思うんですよ。やっぱ

り佐々木市長じゃないとこういうことは判断できな

いと思いますので、法律に基づいて、あなたはどう

いう法律の理解なのか、高齢者とは法律ではどうい

う理念になっているのか。その法律に基づけば、やっ

ぱりコロナの下でやれないけれども、それでも助成

金が増えれば、それぞれの高齢者に対してはお祝い

品の支給額が増えると思いますので効果があると思

います。 

 ぜひやってもらいたいと思うんですが、市長の法

律的な解釈、この法律に加えて是正をしていく、い

わゆる改善をしていくという意思がないかどうか、

お尋ねします。 

○議長（北﨑安行君）  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（田染定利君）  それでは、大石議

員の再質問にお答えをいたします。 

 敬老という意味につきましては、先ほどご答弁の

中にも申し上げましたとおり、地域社会の中で長年

にわたり貢献をしてこられた高齢者の方に敬意を表

し、感謝を申し上げる、そういうものが敬老思想の

部分だろうというふうに認識をいたしております。 

 それから、各地域で行われている敬老会行事につ

きましては、それぞれの地域の規模、それから特性、

伝統等々加味した中で、地域の中で創意工夫がされ

て実施されている事業であろうと思います。それに

つきましては、それぞれの地域の費用負担もあるよ

うでございますけれども、市といたしましては、そ

の一部事業費補助という形で、70歳以上の参加者１

人に対して1,000円という単価を掛けた金額を補助金

として給付をさせていただいているということでご

ざいますので、ご理解をいただきたいというふうに

思っております。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  市長は答弁できなかったわ

けですけど、後で田染課長、市長に法律そのものを

コピー渡してください。まだ９月までありますので

検討して、１つでも２つでもできることから、多く

の高齢者に対して、佐々木市長、２期目になったら
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やってくれたかと評価をいただけるような施策を講

じてもらいたいと思います。 

 時間がもう、あと19分になりましたので。 

ごみ出し困難な世帯については、私、市長に質問

したのは、各課で言い分が違うじゃないかと、この

問題は一体どうなっているのかという質問、これ答

えていないでしょう。今までは社会福祉課長が答弁

しましたわね。全部、今、コピーしてもらいました、

回答は。その回答と、今の環境課長の回答、狂うん

ですよね。 

 それで、もう時間がないから、今のところをなる

べく早くということでしたから、なるべく早くそう

いう高齢者や障がい者などに対してごみ出し支援策

をやると。到底、ごみ取り収集車が１軒１軒回って

収集するというのは大変困難だと思います。やっぱ

り、今、菅議員の地元でやっているような方法、そ

れに対して助成事業のほうが、皆さんの地域の評判

も取れていいかなとも思いますし、いろんな方法が

ありますから。 

 その時に、市長は今、答弁しなかったけれども、

初日の提案理由説明の中で、市長いいですか、さっ

きの毛利議員に対しては全然答弁なかったんです、

このことについて、質問もなかったけどね。高齢者

対策のごみ対策で、市長は、ごみ出し問題の中で持

ち出し困難な方へは、現在使用するごみ袋を、より

小さなサイズを製作し、負担軽減や利便性を図りま

すと答弁しているんですよ。これも１つの方法なん

です。これも問題にしてきました、私も。 

 最近では昨年10月の決算委員会で、この問題取り

上げたんですよ。当時の環境課長は、３市合わせて

協議しているから今はできないという答弁だったん

ですよ。だから、私はその時に、３市で合わせてや

ることですかと、ごみ出しの袋というのは市町村の

固有の事務なんだから、市町村で決めることじゃな

いかと。よそでは、５種類やっているところは５種

類あるんですよ、大から小まで、６円、７円、８円

とありますよと、検討したらどうですかということ

に対して、市長は小さいものは負担軽減を図るとい

うところまで答弁をされたんですけども、それも併

せて、これは条例が要ります。小さい袋を幾らで販

売するかというのは条例になっていますから、議会

の議決なんですけどね。私は、これも９月までには

結論出してもらって。 

 あと、大分は５種類ですけど、高田は今２種類な

んですよ。あと１種類増やすのか２種類増やすのか、

実態に基づいてやってもらって、高齢者の場合はご

みが少ないんです。私どもはごみ減量化を推進して

いますので、その人たちに15円も取ることはないと

思うんですよ。６円でも７円でもいいから安い袋を

作れば、それで充分間に合うので、９月までに結論

を出してもらえるのか。市長、どうでしょうか。 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  ごみのサイズの問題は広

域圏で３市でやるという、今、議員さんのお話があ

りますが、広域圏のごみ焼却施設は、まだこれから

３年、４年かかるということでありますし、また、

地域の皆さん方のニーズ等も考え合わせた中で、新

たにもう１サイズ小さいのを作ったらどうかという

ことで内部協議をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間があと15分になりまし

たんで、何とか９月議会までには条例改定できるよ

うに、市民サービスを徹底するという方向を要求し

ておきます。 

 あと４項目もあるんですけど、ワクチンの問題。

これは市長から初日の日に詳しい説明もありました

し、今のお二人の議論も聞きました。分かりますけ

ども、あと答弁の中で、７月末までには高齢者の希

望者全員は２回目が完了するという答弁がありまし

たね。それで完了して、残りは、人数でいったら何

人というように把握しているんですか。その残った

人の中には、希望はするんだけども、接種の病院に

行くまでには足の不便な点などいろんな理由があろ

うかと思うんです。 

 私ども日本共産党は、ワクチン接種については強

制してはならないと。安全性も明らかにしながら、

あるいは副作用など、あるいは疑問点にもちゃんと

情報を流して答えてもらって、希望者については安

全、迅速にワクチンを進めるべきだという態度を取っ

ております。 

 完了すると言うけれども、後の残った人がどんな

理由か。その残った人は本当にもう接種しなくてよ

い人なのかというのは科学的分析が要るでしょ。必

要があれば個別対策を講じるべき、よそではいろん

な検討をしていますわね。例えば、宇佐でも国東で

も、タクシー、１人上限１万円です。大分市は、大

分駅から会場までは予約なしで無料です。そういう

制度もありますので、何らかの分析をしてもらって、

ワクチン、必要な方については接種を進めてもらい
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たいと思います。 

 あと優先順位の中で、市長からちゃんと、アンジュ・

ママンあるいは放課後児童クラブの職員までありま

したから、それは立派と思います。その辺、市長が

質問を受ける前にちゃんと市の方針を明らかにした

ことは、それは市民にとって立派な市長と思います

よ、そういう点では。 

 あと小中学校の問題なんですよ。今日、河野担当

大臣が謝罪の言葉を述べていますように、夏休み中

に全国終わると発言しておったんです。それを修正

しましたわね。私ども街頭で演説しておりましても、

小中学生のワクチンはやめろというぐらい、やれと

いうぐらいの声があるぐらい、全国的にも小中学生

のワクチンについては、心配、不安の声があります。

だから、必ず保護者の了承なしにはやれない、個別

接種でやるということなんだけども、その辺につい

て、もう強制ではないんですよと、安全性や効果な

どについても情報をちゃんと流して、保護者の了承

を得て実施をしてもらいたいと思いますが、その辺

もあれば答弁をしてもらいたい。 

 もう１点は、コロナに対して市長もるる述べてい

るように、佐々木カラーを出して、他の市町村でやっ

ていないことも次々支援策を出しました。そういう

点は評価をしております。 

 ただし、農業や漁業に従事する方々においては、

俺たちは何もないじゃないかという声をるる聞くん

ですよ。それで、答弁については、今まで何をした

ということは要りません、一切、時間がありません

ので。何か、今後のコロナの感染状況にもよります

が、やっぱり状況を見て、豊後高田においても農業

者や漁業者に対しても、あるいは商業者に対しても、

これまで支援を受けていない方々に対しても、状況

に応じては新たな事業を起こすという決意を、市長、

語ってもらえば、そういうことを検討するというこ

とがあれば答弁でいいと思います。 

 長い答弁要りません。市長の答弁を求めます。 

（○16番（大石忠昭君）市長、答弁しないっておか

しいんじゃないの、それぐらいのことは。検討課題

でしょうが。） 

○議長（北﨑安行君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  国の制度等も鑑み合わせ

て、今後の検討も考えていきたいと思っております

が、一部の事業、団体にやることなく公平な観点と

いうことでいくと、議員さんのおっしゃるのは非常

に難しい問題があろうかと思います。 

（○16番（大石忠昭君） 難しい。） 

難しいと思います。 

 それと、全国のいろいろな対応を見て、いいとこ

を全部、豊後高田市の財源で賄うことは非常に困難

だと思っております。そういう意味で財源もにらみ

合わせながら、また公平性も考えて取り組みたいと

思っております。 

○議長（北﨑安行君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  新型コロナウイル

ス対策についてのうち、ワクチン接種のご質問にお

答えいたします。 

 まず、進捗状況等につきましては、河野徳久議員、

毛利議員に申し上げたとおりでありますが、高齢者

の、何人あと接種を希望されていないかというご質

問でありますけども、現在の予約状況からしまして

約1,300名の方が現在予約を行っておられないという

状況であります。 

 次に、接種を希望する方の移動手段についてであ

りますが、市報６月号でもお知らせをさせていただ

きましたが、日常の買物や通院に利用できる市民乗

合タクシー、最寄りの停留所が遠い方につきまして

は予約制乗合タクシー、また、乗り合い型の公共交

通の利用が難しい方につきましては、全市民にお配

りしています地域振興券を利用して、市内のタクシー

会社の利用をお願いしたいと思っております。 

 また、その他対象は限られますが、福祉タクシー、

介護タクシーも利用することができますので、それ

らをご活用いただきたいと思っておるところであり

ます。 

 それから、小中学生、児童生徒に対する接種につ

いてでありますが、ファイザー社製のワクチンにつ

いてでありますけども、12歳から15歳まで接種対象

が拡大されたところであります。16歳未満の方へ接

種を実施する場合は保護者の同意が必要となってお

りまして、原則、保護者の同伴が必要であると示さ

れております。中学生以上の接種希望者に限り、保

護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認でき

たときは保護者の同伴を要しないこととされている

ところであります。 

 なお、接種方法等につきましては、まだ本市では

決まっておりませんが、今後、関係機関と協議を行っ

て、どういった方法で接種を行っていくかというこ

とは検討してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 
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○16番（大石忠昭君）  時間の関係で、先に５に行

きます。 

 いじめ対策について２点なんですけれども、豊後

高田市では中学１年生の女子生徒が尊い命を落とす

という本当に痛ましいことが起こりまして心を痛め

ております。本当にそういうことになる事態を早く

掌握できなかったのか、対策打てなかったかという

のがもう残念でなりませんけれども、大事な点はこ

の事件から、やっぱり事実関係をよく調査、学んで

もらって、再発防止に生かしていくことが大事だと

思います。 

 遺族についても、第三者調査委員会、調査は始まっ

たけどどうなるんだろうかという不安を抱えている

と思いますし、市民の皆さんもどうなったのかとなっ

ておりますから、今、第三者調査委員会の調査が始

まっておりますけれども、終了はいつになるのか、

そのスケジュールもちょっと簡単に述べてもらって、

その調査結果についての公表をすべきだと思うけど、

その辺はどうなのか。 

 それから、この案件から学んで再発防止をする、

できれば豊後高田市内の小中学校からいじめを根絶

すると、そのためにどうするかということが、今問

われる問題ですよ。こういう案件が起こったけれど

も、豊後高田市では教育のまちにふさわしく、今後

は根絶の方向に進んでいるということを、市民が見

ても市外の皆さんが見ても豊後高田の取組は違うと

いうぐらい取り組んでいただきたいと思いますが、

その辺の見解を求めます。 

○議長（北﨑安行君）  教育長。 

○教育長（河野 潔君）  大石議員の小中学校のい

じめ防止対策についてのご質問にお答えいたします。 

 昨年の11月24日に生徒が亡くなられてから今日ま

で、ご遺族の方は言うまでもなく、私自身、そして

学校関係者、生徒、周りの全ての人がこれ以上の悲

しみはないというほど心の痛みを感じておるところ

であります。 

 なぜ亡くなるに至ったのか、できる限りの事実、

真実を明らかにし、教育に携わる者全てがこの事実

を真摯に受け止め、二度とこのようなことが起きる

ことのないように尽くさなければならない、そうい

う重要なことだと受け止めておるところであります。 

 各学校におきましては、子どもの立場に立って、

子どもの変化にしっかりと気付けるよう緊張感を持っ

て取り組んでいるところでもございます。 

 まさに教育のまちづくりというのをこれから真剣

に、改めて取り組んでいかなければならないという

決意も新たにしているところであります。 

 議員が先ほど言われましたように、現在、第三者

調査委員会で調査が行われているところでございま

すが、中立性、公正性、公平性が要求される事案で

もありますので、私どもでお答えするには限界があ

りますけれども、分かる範囲の中で、後ほど、学校

教育課長から答弁をさせますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（北﨑安行君）  学校教育課長。 

（○16番（大石忠昭君） 議長、いいですかね、ちょっ

と。もう時間がありませんので、今後のスケジュー

ル、いつ調査が終わるか、スケジュール公表、それ

だけでいいです。もう中身はいいです。） 

○学校教育課長（衛藤恭子君）  それでは、大石議

員のご質問にお答えいたします。 

 第三者調査委員会のスケジュールにつきましては、

２月19日の第１回開催以降、これまで７回開催され

てきております。２回目が２月26日、３回目が３月1

1日、４回目が４月６日、５回目が４月19日、６回目

が５月24日、７回目が６月７日です。６月28日に第

８回目が予定されております。 

 現在、報告書の取りまとめにかかっている段階で、

調査終了のスケジュールにつきましては夏ごろの報

告、公表になる予定と聞き及んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  あと観光振興について２点。 

 真玉海岸の展望所のことなんです。市長は、今日、

夷に展望所を検討しているようですけど。真玉海岸

は、今回、登録文化財としての景観が評価をされた

わけなんですけども、私、写真をやっておりますけ

れども、一番、全国から集まっているカメラの趣味

の方々が言っているのは、冬の景色、冬の夕日とい

うのは、もうあそこしか見られないぐらいいいんで

す。それで、太陽がずっとこういうふうに変わりま

すから、夏の夕日は誰でも撮れるけど、冬のは違う

んです。それで、そこのところに今、県の工事で上

まで上がれるんですけども、そこに展望所を造って、

電信柱をちょっと撤去する方法を取れば、もう本当

に観光スポットとして何倍も効果があるし、若い人

が全国から押し寄せるんじゃないかと思いますんで、

その辺の検討。 

 それから、長崎鼻で次々と事業をやって観光客が

増えております。年間を通じて増やしていこうとい



６月 22日 

 - 42 - 

うことですから結構ですが、その入り口が狭いため

に普通車同士の離合ができないんです、軽と軽なら

離合できます。市長が先ほどおっしゃったように、

向こうの高島までは道路改良が進んでおりますが、

入り口が問題なので、これは市長の力で地権者の協

力をいただいて、大型バスが入れるように改良工事

をしてもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（北﨑安行君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、観光振

興に関するご質問のうち、真玉海岸の展望所の整備

についてお答えいたします。 

 ご提案いただきました展望所の整備につきまして

は、場所が高台であり、用地の問題や安全性の確保

などをはじめ、多くの検討課題もありますが、今後、

調査研究してまいりたいと思っております。 

 また、景観の阻害要因となっております電柱の移

転につきましては、本年度、基本計画を策定予定の

観光施設整備と併せて検討してまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北﨑安行君）  建設課長。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、観光振興対

策のうち、国道213号から長崎鼻への入り口付近の市

道の拡幅についてお答えします。 

 ご指摘の道路、市道堤長岬線につきましては、多

くの観光客が訪れる長崎鼻へのアクセス道路として、

また、地域の生活道路としても重要な道路であると

考えており、１市２町の合併以降において、平成17

年度から平成20年度にかけて道路改良を行ってきた

経過があります。 

 しかしながら、一部、用地の同意をいただけなかっ

たことなどから、現在の位置で事業を完了している

状態であり、現時点において道路を拡幅する計画は

ございませんが、観光客も増えておりますので、今

後の研究課題の一つとして捉えているところであり

ます。 

 なお、現在、香々地地域の観光振興対策の一環と

しては、長崎鼻から高島へつながる道路、市道高島

線の改良を進めていることから、まずは本路線の早

期完成を図ってまいりたいと考えています。 

 以上です。 

（○16番（大石忠昭君） 終わります。） 

○議長（北﨑安行君）  一般質問を続けます。 

 ５番、井ノ口憲治君の発言を許します。 

５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  議席番号５番、井ノ口憲

治でございます。市長におかれましては、２期目の

当選おめでとうございます。引き続き、しっかりと

市のかじ取りをお願いを申し上げ、１点質問をいた

します。 

 豊後高田市いじめ問題第三者調査委員会が設置を

されましたが、１点目は、その後の経過について、

２点目は、調査結果が出ていれば調査結果について

お尋ねをしようと思っていましたが、今までの答弁

の中で分かりましたので、以上で質問を終わります。 

○議長（北﨑安行君） これにて、一般質問を終結

いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日から６月29日まで休会とし、各委員会におい

て付託案件の審査をお願いいたします。 

 次の本会議は、６月30日午前10時に再開し、各委

員長の報告を求め、委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 なお、討論の通告は、６月28日午後５時までに提

出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時６分 散会 
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